
03（3684）6123 03（3684）6110 www.daylab.co.jp/

ご来場ありがとうございました

展示会で使用したパネル資料をお送り致します。

アスベストに関するご質問・お見積などがございましたら、

お気軽にご連絡くださいませ。

不動産テックEXPO第
3
回

先日は、弊社アスマップ、デイラボ合同ブースにお立ち寄り頂きまして誠にありがとうございました。

お陰様で盛況のうちに展示会を執り行うことが出来ましたことを心よりお礼申し上げます。



POINT 1

POINT 2

POINT 3

2023年

10月～

2022年

4月～

2021年

4月～

大気汚染防止法等の改定に伴う

事前調査 にかかわる 改正 のポイント

罰則罰則

● 事前調査の結果の報告義務違反：３０万円以下の罰金

● 除去等の措置の義務違反：３ヶ月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

参考 作業基準適合命令等違反：６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金

事前調査方法
の法定化

規制対象を全ての

石綿含有建材
に拡大

調査結果の記録
3年間保存
義務

直接罰
新設

・建築物の解体：対象の床面積の合計が８０㎡以上

・建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修：請負金額の合計が１００万円以上

※3 規模要件

事前調査結果
届出の義務化

一定規模以上※3の工事を行う場合、石綿使用の有無に
関わらず、元請事業者等が都道府県などに電子報告し
なければなりません。

①一般建築物石綿含有建材調査者

②特定建築物石綿含有建材調査者

③一戸建て等石綿含有建材調査者

※1 事前調査を実施することができる者

厚生労働大臣や決められた分析団体の

定める講習を受講し、一定の見地を得た者

※2 分析調査を実施することができる者

資格者による
事前調査の
義務化

建築物の事前調査および分析調査は、
必要な知識を有する者※1・2が実施する必要が
あります！

対策準備はお済ですか？

まもなく施行開始︕



出典：https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r4.pdf
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